


雨水協 第 07-43 号  

2025 年 12 月 18 日 

 

評価認定書有効期間延長許諾証明書【再３】 

 

 

 

会 長 佐藤 直良 

 

 

当協会認定の以下の工法について、有効期間の延長を許諾することを証明する。 

 

記 

 

１． 評価認定対象技術 ：  「ＵＳＴシステム（ハイドロ型）」 

             （平成 30（2018）年 12 月 20 日付 雨水技評（OEM） 第３号） 

 

２．申請者      ： 物林株式会社 

 

３．認定延長期間   ： 自 令和 6（2024）年 12 月 20 日  

             至 令和 7（2025）年 12 月 31 日 

 

４．認定再延長期間  ： 自 令和 8（2026）年 1 月 1 日 

至 令和 8（2028）年 6 月 30 日 

              

５．理 由 

令和 6 年 12 月 27 日発行の｢プラスチック製地下貯留浸透施設技術指針（案）（令和 6 年

度改訂版）｣への対応猶予期間として、上記期間での有効期間の再延長を認める。 

ただし、対応完了後は延長期間満了を待たず、速やかに認定の更新を行うものとする。 

以上 



雨水協 第 06-34 号  

2024 年 12 月 16 日 

 

評価認定書有効期間延長許諾証明書【再々】 

 

 

 

会 長 佐藤 直良 

 

 

当協会認定の以下の工法について、有効期間の延長を許諾することを証明する。 

 

記 

 

１． 評価認定対象技術 ：  「ＵＳＴシステム（ハイドロ型）」 

             （平成 30（2018）年 12 月 20 日付 雨水技評（OEM） 第３号） 

 

２．申請者      ： 物林株式会社 

 

３．認定延長期間   ： 自 令和 5（2023）年 12 月 20 日  

             至 令和 6（2024）年 12 月 19 日 

 

４．認定再延長期間  ： 自 令和 6（2024）年 12 月 20 日 

至 令和 7（2025）年 12 月 31 日 

              

５．理 由 

 ｢プラスチック製地下貯留浸透施設技術指針（案）｣の改訂時期遅延のため、 

上記期間の再延長を認めるものである。 

但し、 ｢プラスチック製地下貯留浸透施設技術指針（案）」改訂版発行後は、 

延長期間満了を待たず、速やかに  認定の更新を行うものとする。 

以上 



雨水協 第 06-15 号  

2024 年 6 月 17 日 

 

 

評価認定書有効期間延長許諾証明書【再】 

 

 

 

会 長 佐藤 直良 

 

 

当協会認定の以下の工法について、有効期間の延長を許諾することを証明する。 

 

記 

 

１． 評価認定対象技術 ：  「ＵＳＴシステム（ハイドロ型）」 

             （平成 30（2018）年 12 月 20 日付 雨水技評（OEM） 第３号） 

 

２．申請者      ： 物林株式会社 

 

３．認定延長期間   ： 自 令和 5（2023）年 12 月 20 日  

             至 令和 6（2024）年  6 月 19 日 

 

４．認定再延長期間  ： 自 令和 6（2024）年 6 月 20 日 

至 令和６（2024）年 12 月 19 日 

              

５．理 由 

  ｢プラスチック製地下貯留浸透施設技術指針（案）｣の改訂時期遅延のため、 

上記期間の再延長を認めるものである。ただし、指針（案）改訂版が発行された 

場合は、再延長期間満了を待たず、ただちに認定の更新を行うものとする。 

以上 



雨水協 第 05-38 号  

2023 年 12 月 12 日 

 

 

評価認定書有効期間延長許諾証明書 

 

 

 

会 長 佐藤 直良 

 

 

当協会認定の以下の工法について、有効期間の延長を許諾することを証明する。 

 

記 

 

１． 評価認定対象技術 ：  「ＵＳＴシステム（ハイドロ型）」 

             （平成 30（2018）年 12 月 20 日付 雨水技評（OEM） 第３号） 

 

２．申請者      ： 物林株式会社 

 

３．認定有効期間   ： 自 平成 30（2018）年 12 月 20 日  

             至 平成 35（2023）年 12 月 19 日 

 

４．認定延長期間   ： 自 令和５（2023）年 12 月 20 日 

至 令和６（2024）年 6 月 19 日 

              

５．理 由 

 当該認定の有効期間更新に当たり、令和 6年 3月末日に予定されている｢プラスチッ

ク製地下貯留浸透施設技術指針（案）｣の改訂内容に対応するための猶予期間として、

上記認定期間の延長を認めるものである。 

以上 


